
たばこが発火源となった建物火災のうち、出火箇所がベランダ・バルコニーである割合が

全国的に増えていることが消防庁の調べでわかりました。

①寝たばこはしない、させない
②火のついたたばこを灰皿に置いた
ままにしない
③灰皿の吸殻は、こまめに捨てる
④吸殻は、完全に消してから捨てる

風の強い日は、たばこの火種が飛ん
で火災になる危険性があるため、ベラ
ンダ等で喫煙しないこと。

あらかじめ水を張った灰皿を用意
し、吸殻は完全に消火すること。

周囲に可燃物がない
ことを確認すること。

住宅用火災警報器は、平成１８年より設置
が義務付けられました。古くなると電子部
品の寿命や電池切れなどで、火災を感知
しなくなることがあります。 そろそろ交換
の目安の１０年が経ちます。
設置時期を確認しましょう。

★設置時期の確認★

住宅用火災警報器を設置した
ときに記入した「設置年月」 ま
たは、本体に記載されている
「製造年」を確認してください。
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①古いコードや傷んだコードは、ショートしやすい
ので取り替える。
②たこ足配線で、同時に多くの器具を使用しない。
③熱を発する器具は、燃えやすいもののそばで使
用しない。
④器具使用後は、必ずスイッチを切りコードをコン
セントから抜く。

家の周りに
燃えやすい物
を置かない

車庫・物置
などは必ず
鍵をしめる

家の周りは
できるだけ
明るくする

ゴミは
収集日の朝
に出す

地域のみんなで
声かけと見回りを！

★２月２８日（日）１１時４５分から
チネチッタ通りから川崎銀柳街にて、春の火災予防運動に伴い
防火パレードを実施します！ぜひ、お越しください！！


